
 

  

 

令和５年３月 
（令和８年３月改訂） 

山口県教育委員会 



 

 

 

 教員は、教育を受ける子どもたちの人格の完成をめざし、その成長を促すという非

常に重要な職責を担う高度専門職であり、学校教育の成否は教員の資質によるところ

が極めて大きいものです。このため、次代を担う子どもたちを育てるには、複雑化・

多様化した学校を取り巻く諸課題に対応できるよう、教員自身が資質能力の向上を図

り、常に自己研鑽に努めることが必要です。 

平成２８年１1 月、教育公務員特例法の一部改正により、任命権者に、「公立の小学

校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」を参酌し

て、校長及び教員としての資質向上に関する指標を策定することが求められました。  

そのような中、本県が作成した「山口県教員育成指標」は、「山口県教職員人材育成

基本方針」を踏まえ、教員がキャリアステージに応じて計画的・継続的に資質能力の

向上を図るための目安を具体的に示したものです。 

本指標を、大学等の教員養成機関、学校、市町教育委員会、県教育委員会が共有し、

連携して本県教育を担う人材を育成するための取組を推進するとともに、一人ひとり

の教員が、自らのよさと課題を踏まえ、本指標を参考にしながら次にめざす目標を設

定し、研修等を通じてその資質能力の向上を図ることとしています。 
 

≪指標の策定・改定等の経緯≫ 

策定・改定等の時期 改定等の主な内容 策定・改定等の背景 

平成３０年３月 
（策定） 

・「公立の小学校等の校長及び教員と
しての資質の向上に関する指標の
策定に関する指針」及び「山口県
教職員人材育成基本方針」を踏ま
えて指標を策定 

平成２８年１１月に公布、翌年４月
に施行された「教育公務員特例法の一
部を改正する法律」において、任命権
者に、「公立の小学校等の校長及び教
員としての資質の向上に関する指標
の策定に関する指針」を参酌して、校
長及び教員としての資質向上に関す
る指標を策定することとされた。 

令和４年３月 
（改訂） 

・「地域連携教育」及び「教育におけ
る DX」の視点で見直し 

本県教育を取り巻く環境変化に対

応する必要性が高まっていた。 

令和５年３月 
（改定） 

・「キャリアステージと資質能力の関
係性について明示 

・活用において、研修奨励等に係る
面談等を追加 

・各職において共通的に求められる
資質能力の構造図を作成 

・キャリアステージや区分等の名称
を変更するとともに、評語を修正 

令和４年８月に「公立の小学校等の
校長及び教員としての資質の向上に
関する指標の策定に関する指針」が改
正された。 

令和８年３月 
（改訂） 

・「特別な配慮や支援」の中に、日本
語指導が必要な子どもへの対応な
ども含むことを明示 

・管理職の指標に、「働き方改革の視
点」を追加 

令和７年２月に「公立の小学校等の
校長及び教員としての資質の向上に
関する指標の策定に関する指針」が改
正された。 

 

【はじめに】 
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 「山口県教員育成指標」は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援

学校の教員を対象としています。各校種を通して共通の内容とする一方、職の専門性

に配慮し、教諭、養護教諭、栄養教諭、管理職の指標をそれぞれ別に設けています。 

 また、大学等の教員養成機関との連携及び「山口県教職員人材育成基本方針」との

関連性を踏まえ、養成課程における到達目標としてステージ０を、教諭、養護教諭、

栄養教諭の指標におけるキャリアステージとしてステージ１からステージ３を設け、

各ステージで求められる資質能力の“キーワード”を、それぞれ「理解」「実践」「協働」

「リーダーシップ」と示し、下図のようなイメージで関係性を表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本指標については、以下のような場面で活用されることを想定しています。 

 

 《大学等において》 

 ◇ 教員養成の目標として 

   ◇ 教職大学院のカリキュラム改善の基準として 

 《学校現場において》 

   ◇ 教員自らが自己の資質能力を把握し、キャリアステージに応じてその向上

を図るための目標を設定する指標として 

 ◇ 組織的にＯＪＴを推進するために共有される指標として 

 ◇ 目標管理・研修奨励等に係る面談等において共有される指標として 

 《教育委員会において》 

 ◇ 新規に採用する教員に対して求める資質能力を示すものとして 

 ◇ 効果的・効率的な研修体系・研修計画の基礎・基盤として 

 ◇ 研修の効果検証の方途として 

【構成について】 

 

【活用について】 

 

キャリア 
ステージ 

協働 

資質能力 

ステージ０ 

ステージ１ 

ステージ３ 
ステージ２ 

ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 

実践 

養成課程における到達目標 教諭、養護教諭、栄養教諭の指標におけるキャリアステージ 

理解 

管 

理 

職 
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山口県の教諭に共通的に求められる資質能力（構造図）

豊かな人間性 使命感 責任感 教育的愛情 人権意識 倫理観 社会性 等

③教科指導

総合的な学習（探究）の
時間

⑤道徳教育

⑥児童生徒理解

⑦教育相談

⑧いじめ・不登校等の生徒指導上の課題への対応

⑨学級経営

⑩学校安全

⑪特別活動⑫人権教育 ⑬キャリア教育

⑮
授
業
に
お
け
る
活
用

⑯
校
務
に
お
け
る
活
用

コミュニティ・スクール

注１）「特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に関すること」は、「学習指導」「生徒指導」「学校教育全体を通じた活動」を個別最適に行うものとして
位置付けており、特別な配慮や支援には「日本語指導が必要な子どもへの対応など」も含む

注２）「ICTや情報・教育データの利活用に関すること」は、「学習指導」「生徒指導」「学校教育全体を通じた活動」「特別な配慮や支援を必要とする子どもへ
の対応」をより効果的に行う手段として位置付け

I
C
T

注１

⑮
授
業
に
お
け
る
活
用

⑯
校
務
に
お
け
る
活
用

■

や
情
報
・
教
育
デ
ー
タ
の
利
活
用

に
関
す
る
こ
と

⑮
授
業
に
お
け
る
活
用

⑯
校
務
に
お
け
る
活
用

I
C
T

注２

■家庭、地域・社会、関係機関等との連携に関すること⑰

■教職に必要な素養に関すること

■学習指導に関すること

■
特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と

⑭

■生徒指導に関すること

■学校教育全体を通じた活動に関すること

3

4

5

6

7

8

9

10

21

11 12 13

15

16

14

17

《横断的な要素》 ①コミュニケーション ②マネジメント21

や
ま
ぐ
ち
ス
マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
構
想
2.0

-
3
-



③保健管理

④保健教育

⑤健康相談及び保健指導

⑥保健室経営

⑦保健組織活動

山口県の養護教諭に共通的に求められる資質能力（構造図）

豊かな人間性 使命感 責任感 教育的愛情 人権意識 倫理観 社会性 等

⑪特別活動⑫人権教育 ⑬キャリア教育

⑮
授
業
に
お
け
る
活
用

コミュニティ・スクール

注１）「特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に関すること」は、「保健管理・保健教育等」「生徒指導」「学校教育全体を通じた活動」を個別最適
           に行うものとして位置付けており、特別な配慮や支援には「日本語指導が必要な子どもへの対応など」も含む
注２）「ICTや情報・教育データの利活用に関すること」は、「保健管理・保健教育等」「生徒指導」「学校教育全体を通じた活動」「特別な配慮や支援を必要
           とする子どもへの対応」をより効果的に行う手段として位置付け

I
C
T

注１

⑮
授
業
に
お
け
る
活
用

⑯
校
務
に
お
け
る
活
用

■

や
情
報
・
教
育
デ
ー
タ
の
利
活
用

に
関
す
る
こ
と

⑮
授
業
等
に
お
け
る
活
用

校
務
に
お
け
る
活
用

I
C
T

注２

■教職に必要な素養に関すること

■保健管理・保健教育等に関すること

■
特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と

⑭

■生徒指導に関すること

■学校教育全体を通じた活動に関すること

3

4

5

6

7

12 13

16

17

15

■家庭、地域・社会、関係機関等との連携に関すること⑰18

⑧児童生徒理解

⑨教育相談

⑩いじめ・不登校等の生徒指導上の課題への対応

⑪学校安全

8

9

10

11

14

《横断的な要素》 ①コミュニケーション ②マネジメント21

や
ま
ぐ
ち
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マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
構
想
2.0

-
4
-



山口県の栄養教諭に共通的に求められる資質能力（構造図）

豊かな人間性 使命感 責任感 教育的愛情 人権意識 倫理観 社会性 等

⑪特別活動⑫人権教育 ⑬キャリア教育

コミュニティ・スクール

注１）「特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に関すること」は、「栄養に関する指導及び管理」「生徒指導」「学校教育全体を通じた活動」を個別最適
に行うものとして位置付けており、特別な配慮や支援には「日本語指導が必要な子どもへの対応など」も含む

注２）「ICTや情報・教育データの利活用に関すること」は、「栄養に関する指導及び管理」「生徒指導」「学校教育全体を通じた活動」「特別な配慮や支援を必要
とする子どもへの対応」をより効果的に行う手段として位置付け

I
C
T

注１

⑮
授
業
に
お
け
る
活
用

⑯
校
務
に
お
け
る
活
用

■

や
情
報
・
教
育
デ
ー
タ
の
利
活
用

に
関
す
る
こ
と

⑮
授
業
等
に
お
け
る
活
用

⑯
校
務
に
お
け
る
活
用

I
C
T

注２

■教職に必要な素養に関すること

■栄養に関する指導及び
管理に関すること

■
特
別
な
配
慮
や
支
援
を
必
要
と
す
る

子
ど
も
へ
の
対
応
に
関
す
る
こ
と

⑭

■生徒指導に関すること

■学校教育全体を通じた活動に関すること

9 10 11

13

14

12

■家庭、地域・社会、関係機関等との連携に関すること⑰15

③食に関する指導

④学校給食の管理

3

4

⑧児童生徒理解

⑨教育相談

⑩いじめ・不登校等の生徒指導上の課題への対応

⑪学校安全

5

6

7

8

《横断的な要素》 ①コミュニケーション ②マネジメント21

や
ま
ぐ
ち
ス
マ
ー
ト
ス
ク
ー
ル
構
想
2.0

-
5
-



山口県の管理職に共通的に求められる資質能力（構造図）

豊かな人間性 使命感 責任感 教育的愛情 人権意識 倫理観 社会性 等

⑤学習指導

⑥生徒指導

⑦学校教育全体を通じた活動

⑨食育

⑧学校保健

⑫

やまぐちスマート
スクール構想 2.0

注１）「特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応に関すること」は、「学習指導」等を個別最適に行うものとして位置付けており、特別な配慮や支援には
「日本語指導が必要な子どもへの対応など」も含む

注２）「ICTや情報・教育データの利活用に関すること」は、「学習指導」から「特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応」までを、より効果的に行う手段
として位置付け

注１ 注２

■管理職に必要な素養に関すること

■教育活動に関すること

⑩特別な配慮や支援を必要
とする子どもへの対応

■教職員の人材育成に関すること

⑪ ICTや情報・教育データの
利活用

■組織運営に関すること

⑬会計管理

⑭学校施設・設備の活用・管理

⑮学校評価

⑯働き方改革 ⑰教職員理解

⑱教職員評価

⑲教職員研修

⑳人事管理

21服務監督・綱紀保持

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

④家庭、地域・社会、関係機関等との連携

①リーダーシップ ②コミュニケーション ③マネジメント

コミュニティ・スクール

1 2 3

4

-
6
-



山口県教員育成指標【教諭】  
■どのステージにおいても変わらず必要とされる「教職に必要な素養に関すること」 

◎豊かな人間性 ◎使命感 ◎責任感 ◎教育的愛情 ◎人権意識 ◎倫理観 ◎社会性 等 
 
大
項
目 

中
項
目 

小
項
目 

ステージ０ 
【理解】 

ステージ１ 
【実践】 

ステージ２ 
【協働】 

ステージ３ 
【ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ】 

 

 〇 円滑なコミュニケーション

により、良好な人間関係を構築

する必要性を理解している。 

〇 他の教職員、児童生徒、保

護者等と積極的にコミュニケ

ーションをとっている。 

〇 他の教職員、児童生徒、保

護者等と円滑なコミュニケー

ションをとっている。 

〇 他の教職員の活動に関わ

り、適切な助言を行っている。 

〇 疑問や悩みを相談し、チー

ムで対応する必要性を理解し

ている。 

〇 疑問や悩みを相談・共有し

ながら、自らの実践力を磨い

ている。 

〇 互いの課題や悩みに気付

き、支え合える環境をつくる

とともに、経験の浅い教職員

を積極的に支援している。 

〇 人材育成の重要性を踏ま

え、教職員の経験に応じた効

果的な人材育成の環境づく

りに協力している。 

  

 

 

 

〇 児童生徒と向き合う時間を

確保するために、効率的な業

務遂行が必要であることを

理解している。 

〇 限られた時間の中で、優先

順位を決め、計画的に業務を

遂行している。 

〇 他の教職員と協力し、効率

的・効果的な学校の指導・運

営体制の構築に向け、具体的

な提言をしている。 

〇 持続可能な学校の指導・運

営体制の構築に参画するとと

もに、教職員全体のワーク・

ライフ・バランスの実現を呼

びかけている。 

 

 

 

 

〇 教育課程の役割や機能、意

義について理解している。 

〇 学校教育目標の達成に向け

て、教育課程に基づいて児童

生徒の実態に応じた指導に取

り組んでいる。 

〇 自校や地域の特色を生かし

た教育課程の編成に当たり、

積極的に提言している。 

〇 自校や地域の特色を生かし

た教育課程の編成に積極的に

参画している。 

 

 

 

 

〇 学校運営に関して、組織的な

対応の必要性を理解している。 

〇 学校運営に関して、自分の

役割や強みを理解し、学校教

育目標の達成に努めている。 

〇 自校の状況や課題への対応

について積極的に意見を述

べ、課題解決や学校教育目標

の達成に向けて組織的に行

動している。 

〇 高い能力や専門性を発揮

し、様々な校務を通して学校

運営に積極的に参画してい

る。 

   

 

 

 

〇 学習指導要領に示された教

科等の目標及び内容並びに児

童生徒の実態に即した「指導

と評価の計画」の重要性を理

解している。 

〇 教科等に関する専門的な知

識・技能を活用し、ねらいや評

価規準を明確にした「指導と評

価の計画」を作成している。 

〇 学校の重点課題等を踏ま

え、創意工夫を凝らした「指

導と評価の計画」を作成して

いる。 

〇 「指導と評価の計画」の作

成について、他の教員に対し

て適切な助言を行っている。 

 

 

 

 

〇 基本的な指導方法や教科等

の特性に応じた指導形態等に

ついて理解している。 

〇 場面に適した指導形態等を

理解し、児童生徒の反応を見

ながら個に応じた指導を行っ

ている。 

〇 指導方法や指導形態等を工

夫し、児童生徒の反応を生か

しながら、「主体的・対話的で

深い学び」を促す指導を行っ

ている。 

〇 指導方法や指導形態等につ

いて、他の教員に対して適切

な助言を行っている。 

 〇 学習評価の基本的な考え方

を理解している。 

〇 学習評価を通して児童生徒

の学習状況を把握し、児童生

徒の学力の向上を図る指導に

生かしている。 

〇 他の教職員と連携し、児童

生徒の学習状況を把握し、そ

の改善に努めている。 

〇 学習評価の在り方につい

て、他の教員に対して適切な

助言を行っている。 

 〇 授業改善の視点としての

「主体的・対話的で深い学び」

の実現の重要性を理解してい

る。 

〇 日常的に授業を公開し、他

の教員や地域の方々の指導助

言や授業評価を受け、児童生

徒の「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業改

善に努めている。 

〇 校外の教員等を対象とした

授業研究を積極的に行い、授

業評価も踏まえながら、児童

生徒の「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業

改善を行っている。 

〇 児童生徒の「主体的・対話

的で深い学び」の実現に向け

た授業改善について、他の教

員に適切な助言を行ってい

る。 

４ 
総合的な 
学習（探究） 
の時間 

〇 育成をめざす資質・能力と

探究的な学習における学習過

程の流れを理解している。 

〇 探究的な見方・考え方を働

かせた横断的・総合的な学習

を実践している。 

〇 学習課題を学校や地域の実

態に応じて設定し、他の教職

員と連携して、横断的・総合

的な学習を実践している。 

〇 総合的な学習（探究）の時

間の特質に応じた学習の在

り方について、他の教職員に

対して適切な助言を行って

いる。 

５ 
道徳教育 

〇 道徳教育の指導計画及び教

育活動全体を通じた指導の必

要性を理解している。 

〇 教育活動全体で道徳教育に

取り組むとともに、道徳教育

の重要性を理解し、ねらいを

明確にした道徳科の授業等を

行っている。（高等学校：教育

活動全体で道徳教育に取り組ん

でいる。） 

〇 道徳教育の全体計画や道徳

科の授業等の年間指導計画

の工夫や見直しを組織的に

行っている。 

〇 家庭や地域社会と連携した

道徳教育を推進するとともに、

他の教職員に対して適切な助

言を行い、道徳科の授業等の充

実を図っている。 

 

６ 
児童生徒 
理解 

〇 児童生徒理解に関する基礎

的な知識を身に付けている。 

〇 児童生徒一人ひとりの理解

に基づく信頼関係づくりを進

めながら保護者との連携を心

がけ、柔軟かつ適切に児童生

徒への指導助言を行ってい

る。 

〇 的確な児童生徒理解に努め

るとともに、児童生徒の自己指

導能力を高め、主体的な行動を

促すよう、保護者とも連携しな

がら、組織の中核となって対応

している。 

〇 保護者、関係機関と連携を

図りながら、組織的・計画的

に児童生徒の成長を促して

いくとともに、他の教職員に

対して適切な助言を行って

いる。 

７ 
教育相談 

〇 教育相談に関する基礎的な

知識を身に付けている。 

〇 教育相談に関する基礎的な

知識・技能を生かし、児童生徒

を指導・援助している。 

〇 教育相談に関する幅広い見

識と専門性を身に付け、児童

生徒一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた指導・援助をして

いる。 

〇 教育相談に関する高い見識

と専門性を生かし、児童生徒

や周囲の状況を把握しなが

ら、組織で対応している。 

 

２
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ネ
ジ
メ
ン
ト 

１
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イ
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マ
ネ
ジ
メ
ン
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大
項
目 

中
項
目 

小
項
目 

ステージ０ 
【理解】 

ステージ１ 
【実践】 

ステージ２ 
【協働】 

ステージ３ 
【ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ】 

 

８ 
いじめ・
不登校等
の生徒指
導上の課
題への対
応 

〇 生徒指導上の課題及び対応

の視点を理解している。 

〇 課題を把握し、他の教職員

と連携・協働しながら解決に

努めるとともに、児童生徒、

保護者に対して丁寧に対応し

ている。 

〇 組織の中核として、他の教

職員と連携・協働しながら、

児童生徒、保護者との信頼関

係に基づいた対応をしてい

る。 

〇 課題の解決に向けて、組織的

対応を推進するとともに、他の

教職員の抱える課題を共有し、

助言や具体的方策の提案等を

行っている。 

〇 いじめに対する基本的な知

識を身に付け、いじめ防止の

重要性を理解している。 

〇 いじめ防止等の基本的な方

針を理解し、いじめの未然防

止・早期発見に努めるととも

に、組織的な対応につなげて

いる。 

〇 組織的な対応の中核となっ

て、いじめの根絶及び解決に

向けた取組を推進している。 

〇 いじめ防止等の基本的な方

針や、いじめに係る組織的な

対応の中で、他の教職員に対

して適切な支援・助言を行っ

ている。 

９ 
学級経営 

〇 学級経営の仕組み及び効果

的な方法を理解している。 

〇 学校教育目標や児童生徒の

実態を踏まえ、学級（学年）集

団の規律を維持し、計画的な

活動を行っている。 

〇 他の教職員と連携を図りな

がら、児童生徒一人ひとりの

能力を高め、積極的に学級（学

年）経営を行っている。 

〇 校内における学級（学年）

経営の要として、他の教職員

に対して適切な支援・助言を

行っている。 

10 
学校安全 

〇 安全教育・安全管理に関わ

る基礎的な知識を身に付けて

いる。 

〇 安全教育・安全管理に関わ

る実践力を身に付け、学校内

や通学路の危険を察知し、児

童生徒の安全管理のために適

切に対応している。 

〇 安全教育・安全管理に関わ

る研修等を企画したり、教職

員の安全管理（危機管理を含

む）体制や学校安全計画・危

機管理マニュアル等の点検・

改善について提言したりして

いる。 

〇 学校を取り巻く危険につい

て、家庭、地域、関係機関等との

協力体制の構築に尽力するとと

もに、安全管理（危機管理を含

む）の状況を常に把握して、他

の教職員に対して指導・支援し

ている。 

 

11 
人権教育 

〇 基本的人権の意義や理念に

ついて正しい理解と認識をも

っている。 

〇 基本的人権の意義や理念に

ついて正しい理解と認識をも

ち、児童生徒一人ひとりのよさ

や可能性を認め、人権尊重の視

点に立って指導している。 

〇 学校運営における自己の役

割を踏まえ、学校や学年の課

題を把握し、課題解決に向け

て人権尊重の視点に立って

組織的に取り組んでいる。 

〇 人権が尊重された学校づく

りを推進するため、校内推進

体制の構築や家庭・地域との

連携等において、人権尊重の

視点に立って指導的な役割

を果たしている。 

12 
特別活動 

〇 特別活動の目標及び内容を

理解している。 

〇 特別活動の意義を理解し、児

童生徒の自主的、実践的な活動

となるよう指導している。 

〇 特別活動の意義を理解し、

児童生徒の自治的能力の育

成を重視した指導を行って

いる。 

〇 組織的・計画的な指導を行

う上で、中心的役割を果たし

ている。 

13 
キャリア 
教育 

〇 キャリア教育の意義や目標

を理解している。 

〇 キャリア教育に関する基礎

的・基本的な知識を身に付け、

個に応じた指導を行っている。 

〇 各種体験活動の充実や家庭、

地域、産業界等との連携協力体

制の構築に積極的に協力して

いる。 

〇 教育活動全体を通じて、系統

的・計画的・組織的に推進する

中心的役割を果たしている。 

 
14 
特別な配慮や 
支援(※)を必
要とする子ど
もへの対応に 
関すること 
 
 
※日本語指導が必

要な子どもへの対

応などを含む 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒の多様な教育的

ニーズを理解している。 

 

 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒の気持ちや、その

背景を理解し、適切に対応して

いる。 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒に他の教職員

と連携・協力しながら適切な

指導・支援をしている。 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒への適切な指

導・支援の実践を蓄積し、校

内への普及・継承を進めてい

る。 

〇 特別支援教育やインクルー

シブ教育システムの理念、合理

的配慮の提供に関する考え方

を理解している。 

〇 障害等による困難に応じた

多様な学習指導、学級経営の

方法を知っている、又は活用

している。 

〇 特別支援教育の視点を取り

入れ、児童生徒の障害者理解

を深める指導や交流及び共同

学習の内容・方法の改善に努

めるとともに、自分の学習指

導、学級経営、生徒指導の幅

を広げている。 

〇 児童生徒の障害者理解を促

進するための実践及び特別支

援教育の視点を踏まえた学習

指導・学級経営・生徒指導の

実践を蓄積し、校内への普及・

継承を進めている。 

〇 教職員間の連携協力による

特別な配慮や支援の必要性、

個別に必要となる支援計画や

指導計画の作成の意義を理解

している。 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒に対する校内支

援体制における取組の仕組

み、個別に必要となる支援計

画や指導計画の作成について

理解し、参画している。 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒に対応した個別

に必要となる支援計画や指導

計画を活用し、他の教職員や

校内コーディネーター、家庭、

関係機関と連携して支援して

いる。 

〇 特別な配慮や支援を必要と

する児童生徒に対応した個

別に必要となる支援計画や

指導計画の活用、校内委員会

や事例検討会の充実等に向

け、中心的役割を果たしてい

る。 

 
15 
授業に 
おける活用 

〇 ＩＣＴを活用するととも

に、教育データの必要性につ

いて理解している。 

〇 児童生徒の学習の改善を図

るため、ＩＣＴや教育データ

を適切に活用している。 

〇 学習場面に応じてＩＣＴや

教育データを効果的に活用

するとともに、児童生徒の情

報活用能力（情報モラルを含

む）を育成している。 

〇 新たな情報技術に対応しつ

つ、ＩＣＴや教育データを適

切に活用した授業改善を組

織的に推進している。 

16 
校務に 
おける活用 

〇 ＩＣＴを活用するととも

に、教育データの必要性につ

いて理解している。 

〇 情報を適切に管理するとと

もに、ＩＣＴや教育データを

効果的に活用している。 

〇 ＩＣＴや教育データを効果

的に活用して、校務の改善・効

率化を図っている。 

〇 ＩＣＴや教育データの総合

的な活用を通じて、教育活動

の質の向上に組織的に取り

組んでいる。 

17 
家庭、地域・ 
社会、関係機関 
等との連携に 
関すること 

〇 コミュニティ・スクールの

意義・役割について理解して

いる。 

〇 コミュニティ・スクールの

意義・役割を意識して教育活

動に取り組んでいる。 

〇 学校運営協議会に積極的に

参画し、連携・協働した取組

を推進している。 

〇 学校運営協議会に積極的に

参画し、他の教職員等への支

援・助言を行い、連携・協働

した取組を推進している。 

〇 地域学校協働活動（地域協

育ネット等の取組）について

理解している。 

〇 地域学校協働活動の活用を

意識した教育活動に取り組ん

でいる。 

〇 地域学校協働活動を生かし

た教育活動を企画・立案し、

連携・協働した取組を推進し

ている。 

〇 地域学校協働活動を生かし

た教育活動について他の教職

員への支援・助言を行い、連

携・協働した取組を推進して

いる。 
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山口県教員育成指標【養護教諭】  
■どのステージにおいても変わらず必要とされる「教職に必要な素養に関すること」 

◎豊かな人間性 ◎使命感 ◎責任感 ◎教育的愛情 ◎人権意識 ◎倫理観 ◎社会性 等 
 
大
項
目 

中
項
目 

小
項
目 

ステージ０ 
【理解】 

ステージ１ 
【実践】 

ステージ２ 
【協働】 

ステージ３ 
【ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ】 

 

 

〇 円滑なコミュニケーションに
より、良好な人間関係を構築す
る必要性を理解している。 

〇 他の教職員、児童生徒、保護
者等と積極的にコミュニケーシ
ョンをとっている。 

〇 他の教職員、児童生徒、保護
者等と円滑なコミュニケーショ
ンをとっている。 

〇 他の教職員の活動に関わり、
適切な助言を行っている。 

〇 疑問や悩みを相談し、チームで
対応する必要性を理解している。 

〇 疑問や悩みを相談・共有しなが
ら、自らの実践力を磨いている。 

〇 互いの課題や悩みに気付き、
支え合える環境をつくるとと
もに、経験の浅い教職員を積極
的に支援している。 

〇 人材育成の重要性を踏まえ、
教職員の経験に応じた効果的
な人材育成の環境づくりに協
力している。 

  

 

 

〇 児童生徒と向き合う時間を確
保するために、効率的な業務遂
行が必要であることを理解 
している。 

〇 限られた時間の中で、優先順
位を決め、計画的に業務を遂行
している。 

〇 他の教職員と協力し、効率的・
効果的な学校の指導・運営体制
の構築に向け、具体的な提言を
している。 

〇 持続可能な学校の指導・運営体
制の構築に参画するとともに、教
職員全体のワーク・ライフ・バラ
ンスの実現を呼びかけている。 

 

 

 

〇 教育課程の役割や機能、意義
について理解している。 

〇 学校教育目標の達成に向け
て、教育課程に基づいて児童生
徒の実態に応じた指導に取り組
んでいる。 

〇 自校や地域の特色を生かした
教育課程の編成に当たり、積極
的に提言している。 

〇 自校や地域の特色を生かした
教育課程の編成に積極的に参画
している。 

 

 

 

〇 学校運営に関して、組織的な
対応の必要性を理解している。 

〇 学校運営に関して、自分の役
割や強みを理解し、学校教育目
標の達成に努めている。 

〇 自校の状況や課題への対応に
ついて積極的に意見を述べ、課
題解決や学校教育目標の達成に
向けて組織的に行動している。 

〇 高い能力や専門性を発揮し、
様々な校務を通して学校運営
に積極的に参画している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 児童生徒の実態把握及び適切
な保健管理の必要性を認識して
いる。 

〇 児童生徒の健康課題を早期に
発見し、適切に対応している。 

〇 児童生徒の健康課題の解決に
向けて、組織的に対応している。 

〇 専門性を生かし、児童生徒の
健康課題の解決に向けて、校内
及び地域の関係機関等と連携を
図っている。 

〇 基本的な救急処置を行うこと
ができ、健康診断の計画・立案、
学校環境衛生基準に基づく検査
の実施等、保健管理の進め方に
ついて理解している。 

〇 救急処置の技術を向上させる
とともに、学校保健安全法を理
解し、学校環境衛生活動や感染
症予防等、適切な保健管理を行
っている。 

〇 保健管理に関して、校内で指
導的な役割を果たしている。 

〇 豊かな経験を生かして、学校
保健の観点から学校運営に参画
するとともに、保健管理に関し
て人材育成の視点をもち、指導
的な役割を果たしている。 

〇 アレルギー疾患やメンタルヘ
ルスの問題等、現代的な健康課
題について理解している。 

〇 疾病の管理・予防に関する情
報や現代的な健康課題の傾向等
を、教職員に的確に周知してい
る。 

〇 現代的な健康課題に迅速に対
応できるよう校内研修を企画す
るなど、教職員の資質能力向上
に参画している。 

〇 現代的な健康課題に適切に対
応するため、常に新たな知識や
技能を習得し、学校内・学校外
で指導的役割を果たしている。 

  〇 学習指導要領における保健教
育の目的を理解し、保健教育の
重要性を認識している。 

〇 養護教諭の専門性を生かし、学
級担任、教科担任等と連携しなが
ら保健教育に参画している。 

〇 児童生徒の実態や地域の特性
を踏まえ、「主体的・対話的で深
い学び」を促す指導及び評価を
行うとともに、それらの改善に
努めている。 

〇 児童生徒や地域の健康課題を
踏まえ、地域の専門家や関係機
関等と連携した指導を進めると
ともに、他の教職員に指導助言
を行っている。 

 

〇 総合的な学習（探究）の時間にお

いて、育成をめざす資質・能力と

探究的な学習における学習過程の

流れを理解している。 

〇 総合的な学習（探究）の時間にお

いて、探究的な見方・考え方を働か

せた横断的・総合的な学習を実践

するために、心身の健康に関する

学習課題について学級担任等に情

報提供している。 

〇 総合的な学習（探究）の時間にお

いて、心身の健康に関する学習課

題を学校や地域の実態に応じて設

定し、探究的な見方・考え方を働か

せた横断的・総合的な学習を実践

している。 

〇 総合的な学習（探究）の時間の特

質に応じた学習の在り方につい

て、他の教職員に対して適切な助

言を行っている。 

〇 道徳教育の指導計画及び教育活

動全体を通じた指導の必要性を理

解している。 

〇 道徳教育の重要性を理解し、ね

らいを明確にした道徳科の授業等

に参画している。（高等学校：教育

活動全体で道徳教育に取り組んで

いる。） 

〇 学校保健の観点から、道徳教育

の全体計画や道徳科の授業等の年

間指導計画の工夫や見直しに参画

している。 

〇 学校保健の観点から、家庭や地域

社会と連携した道徳教育を推進す

るとともに、他の教職員に対して適

切な助言を行い、道徳教育の充実に

寄与している。 

５ 

健康相談 

及び 
保健指導 

〇 健康診断や日常の健康観察の
結果等を基にした、児童生徒の
心身の発達の段階に応じた健康
相談の重要性を理解している。 

〇 養護教諭の専門性を生かし
て、対象児童生徒が発するサイ
ンにいち早く気付き、基本的な
プロセスを踏まえた健康相談を
実施している。 

〇 対象児童生徒の心身の状況を
医学的な観点から捉え、校内支
援体制の充実を図りながら健康
相談を実施している。 

〇 対象児童生徒の心身の状況を
総合的に捉え、学校及び地域の
関係機関との連携に係るコー
ディネーターの役割を果たし
ながら、継続した支援方針・支
援方法を検討している。 

〇 心身の健康問題に関する個別
の保健指導の必要性を理解して
いる。 

〇 心身の健康問題を把握し、児
童生徒や保護者に対して指導助
言を行っている。 

〇 担任等と連携し、保健教育と
関連を図りながら、健康相談等
を踏まえた保健指導に組織的・
計画的に取り組んでいる。 

〇 全ての教職員が、対象児童生
徒に健康相談等を踏まえた保
健指導が実施できるよう、指導
助言を行っている。 

６ 

保健室 
経営 

〇 保健室経営の概念を知り、学
校教育目標や学校保健目標など
を受け、保健室経営計画を立て
る方法を身に付けている。 

〇 学校や児童生徒の実態に即し
た保健室経営計画を立て、学校
保健推進のセンター的役割を果
たすよう取り組んでいる。 

〇 養護教諭の職務や保健室の機
能を考慮し、学校保健推進のセ
ンター的役割を果たす保健室経
営において達成すべき目標を立
て、計画的・組織的に保健室を
経営している。 

〇 学校保健推進のセンター的役
割を果たす保健室経営を行い、
子どもの健康づくりを効果的に
推進する中心的役割を担うとと
もに、経営の改善を図っている。 

〇 いつでもだれでも相談できる
保健室の必要性を理解してい
る。 

〇 いつでもだれでも相談できる
保健室環境を整え、児童生徒理
解に努めている。 

〇 保健室だけでなく、あらゆる
場面での児童生徒への声かけな
どを通して日頃の状況把握に努
めている。 

〇 日頃の児童生徒の状況を的確
に把握し、児童生徒が抱える問
題の早期発見・早期対応につな
げるとともに、重大事案の未然
防止に努めている。 

７ 
保健組織 

活動 

〇 学校保健の推進に向けた組織
的な対応の必要性や養護教諭の
役割を理解している。 

〇 学校保健の推進に向け、養護
教諭の専門性を生かし、学級担
任やその他教員だけでなく、家
庭や地域と連携して保健組織活
動を行っている。 

〇 学校内及び医療関係者等との
連携を推進する上で高い能力や
専門性を発揮するとともに、課
題解決に向けた計画を策定し、
取組を進めている。 

〇 保健組織活動の分野におい
て、学校や地域関係者が連携
し、目的を共有しながらそれぞ
れが役割を果たすことができ
るように働きかけている。 
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大
項
目 

中
項
目 

小
項
目 

ステージ０ 
【理解】 

ステージ１ 
【実践】 

ステージ２ 
【協働】 

ステージ３ 
【ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ】 

 

８ 

児童生徒 

理解 

〇 児童生徒理解に関する基礎的
な知識を身に付けている。 

〇 児童生徒一人ひとりの理解に
基づく信頼関係づくりを進めな
がら保護者との連携を心がけ、
保健室の機能を生かし、柔軟か
つ適切に児童生徒への指導助言
を行っている。 

〇 的確な児童生徒理解に努める
とともに、児童生徒の自己指導
能力を高め、主体的な行動を促
すよう、保護者とも連携しなが
ら、組織の中核となって対応し
ている。 

〇 保護者、関係機関と連携を図
りながら、組織的・計画的に児
童生徒の成長を促していくと
ともに、他の教職員に対して適
切な助言を行っている。 

９ 
教育相談 

〇 教育相談に関する基礎的な知
識を身に付けている。 

〇 教育相談に関する基礎的な知
識・技能を身に付け、共感的理
解等の大切さを理解し、必要に
応じて医療機関等と連携を図
っている。 

〇 教育相談に関する幅広い見識
と専門性を身に付け、児童生徒
一人ひとりの教育的ニーズに応
じた指導・援助をしている。 

〇 教育相談に関する高い見識と
専門性を生かし、児童生徒や周
囲の状況を把握しながら、組織
で対応している。 

10 

いじめ・
不登校等
の生徒指
導上の課
題への対
応 

〇 生徒指導上の課題及び対応の
視点を理解している。 

〇 課題を把握し、他の教職員と
連携・協働しながら解決に努め
るとともに、児童生徒、保護者
に対して丁寧に対応している。 

〇 組織の中核として、他の教職
員と連携・協働しながら、特に
健康課題への対応について、児
童生徒、保護者との信頼関係に
基づいた対応をしている。 

〇 課題の解決に向けて、組織的
対応を推進するとともに、他の
教職員の抱える課題を共有し、
助言や具体的方策の提案等を
行っている。 

〇 いじめに対する基本的な知識
を身に付け、いじめ防止の重要
性を理解している。 

〇 いじめ防止等の基本的な方針
を理解し、いじめの未然防止・早
期発見に努めるとともに、組織
的な対応につなげている。 

〇 組織的な対応の中で学校保健
をつかさどる立場として、いじ
めの根絶及び解決に向けた取
組を推進している。 

〇 いじめ防止等の基本的な方針
や、いじめに係る組織的な対応
の中で、他の教職員に対して適
切な支援・助言を行っている。 

11 

学校安全 

〇 安全教育・安全管理に関わる
基礎的な知識を身に付けてい
る。 

〇 安全教育・安全管理に関わる
実践力を身に付け、主として学
校保健に関連した児童生徒の安
全管理のために適切に対応して
いる。 

〇 専門性を生かし、主として緊
急事態への対応に係る研修等を
企画するとともに、教職員の安
全管理（危機管理を含む）体制
や学校安全計画・危機管理マニ
ュアル等の点検・改善について
提言している。 

〇 学校を取り巻く危険につい
て、家庭、地域、関係機関等と
の協力体制の構築に尽力すると
ともに、安全管理（危機管理を
含む）の状況を常に把握して、
他の教職員に対して指導・支援
している。 

 
12 

人権教育 

〇 基本的人権の意義や理念につ
いて正しい理解と認識をもって
いる。 

〇 基本的人権の意義や理念につ
いて正しい理解と認識をもち、
児童生徒一人ひとりのよさや可
能性を認め、人権尊重の視点に
立って指導している。 

〇 学校運営における自己の役割
を踏まえ、学校や学年の課題を
把握し、課題解決に向けて人権
尊重の視点に立って組織的に
取り組んでいる。 

〇 人権が尊重された学校づくり
を推進するため、校内推進体制
の構築や家庭・地域との連携等
において、人権尊重の視点に立
って指導的な役割を果たして
いる。 

13 

特別活動 

〇 特別活動の目標及び内容を理
解している。 

〇 特別活動の意義を理解し、主と
して学校保健に関連する分野にお
いて、児童生徒の自主的、実践的
な活動となるよう指導している。 

〇 特別活動の意義を理解し、児
童生徒の自治的能力の育成を重
視した指導を行っている。 

〇 組織的・計画的な指導を行う
上で、主として学校保健に関連
する分野において、中心的役割
を果たしている。 

14 
キャリア 
教育 

〇 キャリア教育の意義や目標を
理解している。 

〇 キャリア教育に関する基礎
的・基本的な知識を身に付け、
個に応じた指導を行っている。 

〇 各種体験活動の充実や家庭、
地域、産業界等との連携協力体
制の構築に積極的に協力してい
る。 

〇 教育活動全体を通じた、系統
的・計画的・組織的な推進に、
保健室の機能を生かして主体的
に取り組んでいる。 

15 

特別な配慮や 

支援(※)を必

要とする子ど

もへの対応に 

関すること  

 

 

※日本語指導が必

要な子どもへの対

応などを含む 

〇 特別な配慮や支援を必要と
する児童生徒の多様な教育的ニ
ーズや生理・病理等に関する基
礎的な知識を理解している。 

〇 特別な配慮や支援を必要とす
る児童生徒の気持ちや、その背
景を理解し、適切に対応してい
る。 

〇 特別な配慮や支援、障害等の
特性や発達の段階に応じた保健
教育や保健指導を他の教職員と
連携・協力しながら積極的に進
めている。 

〇 特別な配慮や支援、障害等の
特性や発達の段階に応じた支援
や配慮の実践を蓄積し、校内や
家庭への普及を進めている。 

〇 個に応じた分かりやすい指導
方法の工夫や、疾患のある児童
生徒への支援（医療的ケア含む）
の必要性を理解している。 

〇 個に応じた分かりやすい指導方
法の工夫を行うとともに、発達障
害等の特性等を踏まえた保健教育
や保健指導を行っている。 

〇 児童生徒の障害者理解を深め
る指導や交流及び共同学習の支
援に努めている。 

 

〇 児童生徒の障害者理解を促進
するための実践を蓄積し、校内
への普及・継承を進めている。 

 

〇 教職員間の連携協力による特
別な配慮や支援の必要性、個別
に必要となる支援計画や指導計
画の作成の意義を理解してい
る。 

〇 特別な配慮や支援を必要とす
る児童生徒に対する校内支援体
制における取組の仕組み、個別
に必要となる支援計画や指導計
画の作成について理解し、参画
している。 

〇 特別な配慮や支援を必要とす
る児童生徒に対応した個別に必
要となる支援計画や指導計画を
活用し、他の教職員や校内コーデ
ィネーター、家庭、関係機関と連
携して支援している。 

〇 特別な配慮や支援を必要とす
る児童生徒に対応した個別に
必要となる支援計画や指導計
画の活用、校内委員会や事例検
討会への積極的な参画におい
て、専門性を生かして、家庭や
地域の関係機関等との連携の
もとに、児童生徒の健康の保持
増進に努めている。 

 
16 

授業等に 

おける活用 

〇 学校保健において、ＩＣＴを
活用するとともに、教育データ
の必要性について理解してい
る。 

〇 学校保健において、児童生徒
の学習の改善を図るため、ＩＣ
Ｔや教育データを適切に活用し
ている。 

〇 学校保健において、学習場面
に応じてＩＣＴや教育データを
効果的に活用するとともに、児
童生徒の情報活用能力（情報モ
ラルを含む）を育成している。 

〇 学校保健において、新たな情
報技術に対応しつつ、ＩＣＴや
教育データを適切に活用した
授業改善を組織的に推進して
いる。 

17 
校務に 
おける活用 

〇 ＩＣＴを活用するとともに、
教育データの必要性について
理解している。 

（※教育データには、学校保健に
関するデータを含む。） 

〇 情報を適切に管理するととも
に、ＩＣＴや教育データを効果
的に活用している。 

〇 ＩＣＴや教育データを効果的
に活用して、校務の改善・効率化
を図っている。 

〇 ＩＣＴや教育データの総合的
な活用を通じて、教育活動の質
の向上に組織的に取り組んで
いる。 

18 

家庭、地域・ 

社会、関係機関

等との連携に

関すること 

〇 コミュニティ・スクールの意
義・役割について理解している。 

〇 コミュニティ・スクールの意
義・役割を意識して教育活動に
取り組んでいる。 

〇 学校運営協議会に積極的に参
画し、連携・協働した取組を推
進している。 

〇 学校運営協議会に積極的に参
画し、他の教職員等への支援・
助言を行い、連携・協働した取
組を推進している。 

〇 地域学校協働活動（地域協育
ネット等の取組）について理解
している。 

〇 地域学校協働活動の活用を意
識した教育活動に取り組んでい
る。 

〇 地域学校協働活動を生かした
教育活動を企画・立案し、連携・
協働した取組を推進している。 

〇 地域学校協働活動を生かした
教育活動について他の教職員へ
の支援・助言を行い、連携・協
働した取組を推進している。 

 〇 学校保健の充実に向けて、家庭、
地域の情報収集に努めている。 

〇 学校保健の充実に向けて、家
庭、地域に学校保健に係る情報
発信を積極的に行っている。 
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山口県教員育成指標【栄養教諭】  
■どのステージにおいても変わらず必要とされる「教職に必要な素養に関すること」 

◎豊かな人間性 ◎使命感 ◎責任感 ◎教育的愛情 ◎人権意識 ◎倫理観 ◎社会性 等 
 
大
項
目 

中
項
目 

小
項
目 

ステージ０ 
【理解】 

ステージ１ 
【実践】 

ステージ２ 
【協働】 

ステージ３ 
【ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ】 

 

 

〇 円滑なコミュニケーション
により、良好な人間関係を構築
する必要性を理解している。 

〇 他の教職員、児童生徒、保
護者等と積極的にコミュニケ
ーションをとっている。 

〇 他の教職員、児童生徒、保
護者等と円滑なコミュニケー
ションをとっている。 

〇 他の教職員の活動に関わ
り、適切な助言を行っている。 

〇 疑問や悩みを相談し、チー
ムで対応する必要性を理解し
ている。 

〇 疑問や悩みを相談・共有し
ながら、自らの実践力を磨い
ている。 

〇 互いの課題や悩みに気付
き、支え合える環境をつくる
とともに、経験の浅い教職員
を積極的に支援している。 

〇 人材育成の重要性を踏ま
え、教職員の経験に応じた効
果的な人材育成の環境づく
りに協力している。 

  

 

 

 

〇 児童生徒と向き合う時間を
確保するために、効率的な業
務遂行が必要であることを
理解している。 

〇 限られた時間の中で、優先
順位を決め、計画的に業務を
遂行している。 

〇 他の教職員と協力し、効率
的・効果的な学校の指導・運
営体制の構築に向け、具体的
な提言をしている。 

〇 持続可能な学校の指導・運
営体制の構築に参画するとと
もに、教職員全体のワーク・
ライフ・バランスの実現を呼
びかけている。 

 

 

 

 

〇 教育課程の役割や機能、意
義について理解している。 

〇 学校教育目標の達成に向け
て、教育課程に基づいて児童
生徒の実態に応じた指導に取
り組んでいる。 

〇 自校や地域の特色を生かし
た教育課程の編成に当たり、
積極的に提言している。 

〇 自校や地域の特色を生かし
た教育課程の編成に積極的
に参画している。 

 

 

 

 

〇 学校運営に関して、組織的な
対応の必要性を理解している。 

〇 学校運営に関して、自分の
役割や強みを理解し、学校教
育目標の達成に努めている。 

〇 自校の状況や課題への対応
について積極的に意見を述
べ、課題解決や学校教育目標
の達成に向けて組織的に行
動している。 

〇 高い能力や専門性を発揮し、
様々な校務を通して学校運営
に積極的に参画している。 

   

 

 

 

〇 学校給食を「生きた教材」
として活用する意義を理解し
ている。 

〇 教科等における食に関する
指導と関連付けるなど、全体計
画に沿って、指導や資料提供を
行っている。 

〇 地域の食文化や特産物等を
理解し、他の教職員や関係者等
と連携しながら、効果的な指導
や資料提供を行っている。 

〇 学校給食を「生きた教材」
として活用することについ
て、高い専門性を生かして、他
の教職員に対して適切な助言
を行っている。 

 

 

 

 

〇 児童生徒の実態を踏まえた
指導の重要性や、学級担任や
教科担任等と連携する大切さ
を理解している。 

〇 全体計画に沿って、各教科
等の目標達成をめざし、学習
内容に食育の視点を位置付け
ながら、指導を行ったり、資
料提供を行ったりしている。 

〇 全体計画の見直しを行うと
ともに、家庭や地域等と連携
しながら、児童生徒に主体的
な学習を促す指導や資料提
供を行っている。 

〇 食育推進体制の中核として、
学校全体で行う食に関する指
導に積極的に関わるとともに、
教科等横断的な視点から、他の
教員に対して適切な助言を行
っている。 

〇 総合的な学習（探究）の時
間について、育成をめざす資
質・能力と探究的な学習にお
ける学習過程の流れを理解
している。 

〇 総合的な学習（探究）の時
間における食に関する指導に
ついて、探究的な見方・考え
方を働かせた横断的・総合的
な学習を実践している。 

〇 総合的な学習（探究）の時
間における食の指導につい
て、学習課題を学校や地域の
実態に応じて設定し、探究的
な見方・考え方を働かせた横
断的・総合的な学習を実践し
ている。 

〇 総合的な学習（探究）の時
間の特質に応じた食に関する
指導の在り方について、他の
教員に対して適切な助言を行
っている。 

〇 道徳教育の指導計画及び教
育活動全体を通じた指導の必
要性を理解している。 

〇 学校における道徳教育の重
要性を理解し、道徳科の授業
における食に関する指導に参
加したり、資料提供を行った
りしている。 

〇 食育と道徳教育を関連付
け、食に関する指導の全体計
画の工夫や見直しを組織的に
行っている。 

〇 家庭や地域社会と連携した
道徳教育を推進するととも
に、道徳科の授業における食
に関する指導の充実を図って
いる。 

 〇 個別的な相談指導に関する
基礎的な知識を身に付けてい
るとともに、その重要性を理
解している。 

〇 専門性を生かして、全体計
画に沿って、児童生徒や保護
者に発達段階に応じた指導や
助言をしている。 

〇 専門性を高め、他の教職員
や家庭と連携しながら、児童
生徒の実態を踏まえた個別
的な相談指導を行っている。 

〇 豊富な経験と高い専門性を
生かして、家庭や地域の関係
機関等と連携しながら、指導
を行ったり、他の教員に適切
な助言を行ったりしている。 

 

 

〇 給食の提供に係る栄養管理
に関する基礎的な知識を身に
付けているとともに、その重
要性を理解している。 

〇 学校給食実施基準を踏まえ
た給食を提供している。 

〇 児童生徒の実態に応じた栄
養管理を行い、教科等におけ
る食に関する指導と関連し
た給食を提供している。 

〇 栄養管理について児童生徒、
保護者、教職員等に対して指導
的役割を果たし、「生きた教材」
として活用できる魅力ある給
食を計画的に提供している。 

 

〇 食物アレルギー等の個別対
応に関する基礎的な知識を身
に付けているとともに、その
重要性を理解している。 

〇 担任や養護教諭と情報を共
有し、食物アレルギー等の個
別対応に取り組んでいる。 

〇 関係職員や家庭と連携し、
専門性を生かして食物アレ
ルギー等の個に応じたきめ
細かな対応を行っている。 

〇 食物アレルギー等の個別対
応について校内で情報を共有
し、専門的な立場から教職員
へ適切な助言を行っている。 

〇 学校給食の衛生管理に関す
る基礎的な知識を身に付けて
いるとともに、その重要性に
ついて理解している。 

〇 学校給食衛生管理基準を正
しく理解し、調理従事者や施
設・設備の衛生の日常管理を
したり、食品の適切な選定・
購入に参画したりしている。 

〇 安全・安心な給食の提供に
向けて、衛生管理責任者とし
て、調理従事者への指導助言
を行っている。 

〇 安全・安心な給食の提供に
向けて、管理職・教職員との
連携・調整を図っている。 
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５ 
児童生徒 
理解 

〇 児童生徒理解に関する基礎
的な知識を身に付けている。 

〇 児童生徒一人ひとりの理解
に基づく信頼関係づくりを進
めながら保護者との連携を心
がけ、柔軟かつ適切に児童生徒
への指導助言を行っている。 

〇 的確な児童生徒理解に努め
るとともに、児童生徒の自己指
導能力を高め、主体的な行動を
促すよう、保護者とも連携しな
がら、組織の中核となって対応
している。 

〇 保護者、関係機関と連携を
図りながら、組織的・計画的
に児童生徒の成長を促して
いくとともに、他の教職員に
対して適切な助言を行って
いる。 

６ 
教育相談 

〇 教育相談に関する基礎的な
知識を身に付けている。 

〇 教育相談に関する基礎的な
知識・技能を身に付け、食に関
する専門的な知識を生かし
て、児童生徒一人ひとりに応
じた指導・援助をしている。 

〇 教育相談に関する幅広い見
識と専門性を身に付け、児童
生徒や周囲の状況を把握しな
がら、主に食に関する個別的
な相談指導を行っている。 

〇 教育相談に関する高い見識
と専門性を生かし、児童生徒
や周囲の状況を把握しなが
ら、組織で対応している。 

７ 
いじめ・
不登校等
の生徒指
導上の課
題への対
応 

〇 生徒指導上の課題及び対応
の視点を理解している。 

〇 課題を把握し、他の教職員
と連携・協働しながら解決に
努めるとともに、児童生徒、
保護者に対して丁寧に対応し
ている。 

〇 組織の中核として、他の教
職員と連携・協働しながら、
児童生徒、保護者との信頼関
係に基づいた対応をしてい
る。 

〇 課題の解決に向けて、組織
的対応を推進するとともに、
他の教職員の抱える課題を
共有し、助言や具体的方策の
提案等を行っている。 

〇 いじめに対する基本的な知
識を身に付け、いじめ防止の
重要性を理解している。 

〇 いじめ防止等の基本的な方針
を理解し、いじめの未然防止・早
期発見に努めるとともに、組織
的な対応につなげている。 

〇 組織的な対応の中核となっ
て、いじめの根絶及び解決に
向けた取組を推進している。 

〇 いじめ防止等の基本的な方針
や、いじめに係る組織的な対応
の中で、他の教職員に対して適
切な支援・助言を行っている。 

８ 
学校安全 

〇 安全教育・安全管理に関わ
る基礎的な知識を身に付けて
いる。 

〇 安全教育・安全管理に関わ
る実践力を身に付け、主とし
て食に関する危険を察知し、
児童生徒の安全管理のために
適切に対応している。 

〇 主として食の安全に関わる
研修等を企画するとともに、教
職員の安全管理（危機管理を含
む）体制や学校安全計画・危機
管理マニュアル等の点検・改善
について提言している。 

〇 学校を取り巻く危険につい
て、家庭、地域、関係機関等との
協力体制の構築に尽力するとと
もに、安全管理（危機管理を含
む）の状況を常に把握して、他
の教職員に対して指導・支援し
ている。 

 

９ 
人権教育 

〇 基本的人権の意義や理念に
ついて正しい理解と認識をも
っている。 

〇 基本的人権の意義や理念に
ついて正しい理解と認識をも
ち、児童生徒一人ひとりのよ
さや可能性を認め、人権尊重
の視点に立って指導してい
る。 

〇 学校運営における自己の役
割を踏まえ、学校や学年の課
題を把握し、課題解決に向け
て人権尊重の視点に立って
組織的に取り組んでいる。 

〇 人権が尊重された学校づく
りを推進するため、校内推進
体制の構築や家庭・地域との
連携等において、人権尊重の
視点に立って指導的な役割
を果たしている。 

10 
特別活動 

〇 特別活動の目標及び内容を
理解している。 

〇 特別活動の意義を理解し、児
童生徒の自主的、実践的な活動
となるよう指導している。 

〇 特別活動の意義を理解し、児
童生徒の自治的能力の育成を
重視した指導を行っている。 

〇 組織的・計画的な指導を行
う上で、中心的役割を果たし
ている。 

11 
キャリア 
教育 

〇 キャリア教育の意義や目標
を理解している。 

〇 キャリア教育に関する基礎
的・基本的な知識を身に付け、
個に応じた指導を行っている。 

〇 各種体験活動の充実や家庭、地
域、産業界等との連携協力体制の
構築に積極的に協力している。 

〇 教育活動全体を通じて、系統
的・計画的・組織的に推進する
中心的役割を果たしている。 

12 

特別な配慮や 

支援(※)を必

要とする子ど

もへの対応に 

関すること  

 

 

※日本語指導が必

要な子どもへの対

応などを含む 

〇 特別な配慮や支援を必要と
する児童生徒の多様な教育的
ニーズを理解している。 

 

〇 特別な配慮や支援、障害等の
特性を踏まえ、肥満・痩身、食
物アレルギー、偏食など、児童
生徒の食に関する実態を把握
している。 

〇 特別な配慮や支援、障害等の
特性や発達等の段階に応じ
た個別の食に関する指導を
他の教職員と連携・協力しな
がら積極的に進めている。 

〇 特別な配慮や支援、障害等
の特性や発達の段階に応じた
支援や配慮の実践を蓄積し、
校内や家庭への普及を進めて
いる。 

〇 個に応じた分かりやすい指
導方法の工夫や、発達障害等の
特性等を踏まえた食に関する
指導の必要性を理解している。 

〇 個に応じた分かりやすい指導
方法の工夫を行うとともに、発
達障害等の特性等を踏まえた食
に関する指導を行っている。 

〇 児童生徒の障害者理解を深
める指導や交流及び共同学習
の支援に努めている。 

〇 児童生徒の障害者理解を促
進するための実践を蓄積し、
校内への普及・継承を進めて
いる。 

〇 教職員間の連携協力による
特別な配慮や支援の必要性、
個別に必要となる支援計画や
指導計画の作成の意義を理解
している。 

〇 特別な配慮や支援を必要と
する児童生徒に対する校内支
援体制における取組の仕組
み、個別に必要となる支援計
画や指導計画の作成について
理解し、参画している。 

〇 特別な配慮や支援を必要と
する児童生徒に対応した個別
に必要となる支援計画や指導
計画を活用し、他の教職員や
校内コーディネーター、家庭、
関係機関と連携して支援して
いる。 

〇 特別な配慮や支援を必要と
する児童生徒に対応した個別
に必要となる支援計画や指導
計画の活用、校内委員会や事
例検討会への積極的な参画に
おいて、一人ひとりを大切に
した食に関する指導の中心的
役割を果たしている。 

 
13 
授業等に 
おける活用 

〇 食に関する指導において、
ＩＣＴを活用するとともに、
教育データの必要性について
理解している。 

〇 食に関する指導において、
児童生徒の学習の改善を図る
ため、ＩＣＴや教育データを
適切に活用している。 

〇 食に関する指導において、
ＩＣＴや教育データを効果的
に活用するとともに、児童生
徒の情報活用能力（情報モラ
ルを含む）を育成している。 

〇 食に関する指導において、
新たな情報技術に対応しつ
つ、ＩＣＴや教育データを適
切に活用した授業改善を組
織的に推進している。 

14 
校務に 
おける活用 

〇 ＩＣＴを活用するととも
に、教育データの必要性につ
いて理解している。 

〇 情報を適切に管理するとと
もに、ＩＣＴや教育データを効
果的に活用している。 

〇 ＩＣＴや教育データを効果
的に活用して、校務の改善・効
率化を図っている。 

〇 ＩＣＴや教育データの総合
的な活用を通じて、教育活動
の質の向上に組織的に取り
組んでいる。 

15 

家庭、地域・ 

社会、関係機関 

等との連携に 

関すること 

〇 コミュニティ・スクールの
意義・役割について理解して
いる。 

〇 コミュニティ・スクールの
意義・役割を意識して教育活
動に取り組んでいる。 

〇 学校運営協議会に積極的に
参画し、連携・協働した取組
を推進している。 

〇 学校運営協議会に積極的に
参画し、他の教職員等への支
援・助言を行い、連携・協働し
た取組を推進している。 

〇 地域学校協働活動（地域協
育ネット等の取組）について
理解している。 

〇 地域学校協働活動の活用を
意識した教育活動に取り組ん
でいる。 

〇 地域学校協働活動を生かし
た教育活動を企画・立案し、
連携・協働した取組を推進し
ている。 

〇 地域学校協働活動を生かし
た教育活動について他の教職
員への支援・助言を行い、連携・
協働した取組を推進している。 

 〇 学校における食育の充実に
向けて、家庭、地域の情報収
集に努めている。 

〇 学校における食育の充実に
向けて、家庭、地域に、学校給
食及び食育に係る情報発信を
積極的に行っている。 
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山口県教員育成指標【管理職】   
■どのステージにおいても変わらず必要とされる「教職に必要な素養に関すること」 

◎豊かな人間性 ◎使命感 ◎責任感 ◎教育的愛情 ◎人権意識 ◎倫理観 ◎社会性 等 
  
大
項
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

教頭・部主事 校長・副校長 

 

１ 
リーダーシップ 

〇 教育に対する高い理念と知識・識見をもち、山口県の教

育目標と達成の視点を教職員に浸透させることができる

よう、校長の教育方針の下、リーダーシップを発揮してい

る。 

 

〇 管理職としての強い使命感をもち、社会情勢を的確に把

握し、国の動向を踏まえた上で山口県の教育目標と達成の

視点を全教職員に浸透させるとともに、専門的知識や経験

に基づき、リーダーシップを発揮し、学校の課題解決に向

けてＰＤＣＡサイクルを十分に機能させている。 

２ 
コミュニケーション 
(ファシリテーション 
能力含む） 

〇 教職員それぞれの立場や職務への姿勢、感じている課題等、

個々の状況をとらえ、「教示」「説得」「参加」「委任」など、状

況に対応した効果的な働きかけを行っている。 

〇 観察等によって得られる情報や教頭及び各主任等を通

じて得られる情報をもとに教職員個々の状況をとらえ、適

切に指導助言を行っている。 

〇 教育活動の推進に当たり、組織としての対応を円滑に進め

る要となっている。 

〇 学校とつながる様々な人や機関に対して、それぞれの立場

や考え方を尊重しながら適切な関係づくりを行っている。 

 

ビジョン
の構想・

具現化 

〇 校長の示した教育ビジョンの具現化に向けて方策や計

画を立案するとともに、全教職員に周知し、取組の方向性

を明確に示している。 

〇 教育ビジョンを構想し、全ての教職員、児童生徒、保護

者、地域住民等と共有している。 

〇 教育課程の実施に当たり、各分掌等の動きの進行を管理す

るとともに、検証のために必要な状況把握を行っている。 

〇 自ら示したビジョンの具現化に向け、適切な教育課程を

編成しその実施に必要な人的・物的な体制を確保するとと

もに、組織的な取組体制の構築に努めている。 

 〇 教育課程の実施状況の評価を踏まえて改善を図り、組織

的かつ計画的に教育活動の質の向上に取り組むとともに、

ビジョンを検証し、見直しを図っている。 

組織運営 
能力 
(アセスメント 
能力含む) 

〇 教育に関する法令等確かな知識や学校内外のデータに

基づき、学校の課題を把握し、ＰＤＣＡサイクルを機能さ

せている。 

〇 学校内外の状況を踏まえ、学校組織として成果をあげら

れるよう、教頭や事務職員、中堅、ベテラン教職員の取組

を支援し、学校組織の動きに加え、保護者・地域の動きを

つくり出している。 

〇 学校教育目標を全教職員と共有し、教職員一人ひとりの

役割・責務を明確にしながら、働き方改革の推進の視点も

踏まえて目標達成に向けた組織運営を進めている。 

〇 学校教育目標を明確に示し、「報告」「連絡」「相談」を徹

底させながら、働き方改革の推進の視点も踏まえて教員や

事務職員等一人ひとりの適性や能力を生かした協働・協力

体制を構築している。 

〇  外部の専門家や専門機関を活用した、課題への効果的な

対応を促している。 

〇 課題に応じて外部の専門家や専門機関と連携・分担する

体制を整備し、学校の機能を強化している。 

危機管理 

能力 

〇 「学校危機」とは、学校の教育目標の達成を阻害する最

大の要因であることを十分に認識し、「児童生徒に関係す

ること」「教職員に関係すること」「火災・自然災害等に関

係すること」等の学校危機を具体的に予測し、未然防止に

努めるとともに、危機が発生した際の迅速・的確な組織的

対応の動きをつくり出している。 

〇 学校安全計画・危機管理マニュアル等の検証・改善を図

るとともに、未然防止対策や危機が発生した際の迅速・的

確な組織的対応を可能にする体制を構築している。 

４ 
家庭、地域・ 
社会、関係機関等 
との連携 

〇 学校課題の解決、教育目標の達成に向けて、地域連携担

当教職員やコーディネーター等を有効に機能させ、全教職

員がコミュニティ・スクールの取組を主体的に進める体制

づくりを推進している。 

〇 学校課題や教育ビジョンを地域と共有するとともに、コ

ミュニティ・スクールの取組を推進し、多数の保護者や地

域住民の参画による連携・協働体制を構築している。 

〇 保護者や地域、関係団体等の意見や要望の把握、調整及

び学校からの情報発信を行いながら、家庭、地域・社会、

関係機関等との連携・協働体制を強化し、学校運営・学校

支援・地域貢献の充実を図っている。 

〇 地域とともにある学校づくり、学校を核とした地域づく

りを推進し、組織的・継続的に学校運営の充実及び改善を

図っている。 

 

５ 
学習指導 

学力向上

（知） 

〇 学力向上に関する取組方針について、各学年、各教科及

び校務分掌間で共通認識をもち、学力向上の組織的な対応

を推進している。 

〇 学力向上の取組方針を明確に示すとともに、計画的に取

組を進めることができるよう校内体制の構築を図ってい

る。 

道徳教育

（徳） 

〇 豊かな心や創造性の涵養をめざし、道徳教育や体験活動

等の取組を計画的・組織的に推進している。 

〇 道徳教育や体験活動等の取組を推進できるよう校内体制を

構築している。 

体力向上
（体） 

〇 児童生徒の発達の段階等を考慮し、各学年、校務分掌間

で情報を共有し、組織的かつ計画的に体力向上の取組を推

進している。 

〇 体力向上の取組を進めることができるよう校内体制を

構築している。 

６ 
生徒指導 

児童生徒 

理解等 

〇 生徒指導提要に示された２軸３類４層の生徒指導の構

造を踏まえ、生徒指導の取組方針や「いじめ防止基本方針」

に基づき、教職員へ適切な指導助言を行うとともに、生徒

指導・教育相談担当教職員や家庭との連携を密にした組織

的な取組を推進している。 

〇 生徒指導の取組方針を明確に示すとともに、「いじめ防

止基本方針」の検証・見直しを図り、問題行動や不登校の

未然防止と、いじめの早期発見・早期対応に向けた校内体

制を構築している。 

学校安全 

〇 定期的に学校安全計画・危機管理マニュアル等の検証・

見直しを行うなど、学校、家庭、地域、関係機関等が連携・

協働して取り組む安全教育・安全管理（危機管理を含む）

を推進している。 

〇 安全教育・安全管理（危機管理を含む）の推進体制につ

いて、常に検証・改善を図っている。 

７ 
学校教育 
全体を通
じた活動 

人権教育 

〇 人権尊重の視点に立って、全体計画や年間指導計画等に

基づき、日常的に教育活動の点検・評価を行い、教職員へ

の適切な指導助言を通して、推進体制の充実を図ってい

る。 

〇 「山口県人権推進指針」及び「山口県人権教育推進資料」

に基づき、人権が尊重された学校づくりを推進するため

に、児童生徒や地域社会の実情等を踏まえ、学校としての

明確な方針を示すとともに、教職員の指導力や人権意識の

向上を図るための研修を適宜実施している。 

キャリア教育 

等 

〇 全教職員の共通理解のもと、学校教育活動全体を通じた

計画的なキャリア教育、特別活動を推進している。 

〇 地域産業や地域社会と連携を図るため、関係者との意思

疎通に努めている。 

〇 キャリア教育や特別活動の目標を定め、校内体制を構築

している。 
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大
項
目 

中 
項 
目 

小 
項 
目 

教頭・部主事 校長・副校長 

 ８ 
学校保健 

〇 保健管理・保健教育の体制について校内外の関係者と連

携し、効果的・効率的な取組を推進している。 

〇 保健管理・保健教育の校内体制を構築するとともに、家

庭や地域と連携し、効果的・効率的な取組の検証・改善を

図っている。 

９ 
食育 

〇 食育推進の体制について関係者と連携し、効果的・効率

的な取組を推進している。 

〇 食育推進の体制を構築するとともに、家庭や地域と連携し、

効果的・効率的な取組の検証・改善を図っている。 

10 
特別な配慮や支援
(※)を必要とする 
子どもへの対応 
 
 
※日本語指導が必要な子

どもへの対応などを含む 

〇 特別支援教育の理念や制度、インクルーシブ教育システ

ム構築や合理的配慮提供の考え方等、特別な配慮や支援を

必要とする児童生徒への対応についての認識を深め、全教

職員の理解を促進している。 

〇 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への対応や特

別支援教育実施の責任者として、特別支援教育や障害等に

関する認識を常に新たにし、特別支援教育を含め、必要な

配慮や支援を踏まえた教育を学校経営の柱の１つに位置

付けている。 

〇 校内コーディネーターと連携しつつ、校内委員会の計画

的な実施と組織的な支援、「個別の教育支援計画」や「個別

の指導計画」の作成と活用を行っている。 

〇 校内委員会の充実、校内コーディネーターの育成、「個別

の教育支援計画」や「個別の指導計画」の活用と管理を行

っている。 

〇 保護者や関係機関等との連絡調整、進級・進学時におけ

る情報の引継ぎ等の管理を行っている。 

〇 教職員の専門性向上、保護者や関係機関等との連携、障

害者理解の促進、進学時における情報の適切な引継ぎ等の

徹底を図っている。 

11 
ＩＣＴや情報・教育 
データの利活用 

〇 各教科におけるＩＣＴや教育データの積極的な活用を

教職員に働きかけている。 

〇 学力向上につながるＩＣＴや教育データ活用の推進を

組織的に行っている。 

〇 児童生徒の障害の状態等に応じたＩＣＴや教育データ

活用の意義について認識を深めるとともに、個に応じたＩ

ＣＴ活用が効果的に行われるよう、教職員への情報提供や

適切な指導助言を行っている。 

〇 児童生徒の障害の状態等に応じたＩＣＴや教育データ

活用が組織的に行われるよう、校内研修の実施やリーダー

となる教員の育成など、体制の整備を図っている。 

 

〇 児童生徒の教育活動について、ＩＣＴや教育データを活

用して、積極的に発信している。 

〇 学校の経営状況や児童生徒の教育活動について、ＩＣＴ

や教育データを活用して、積極的に発信している。 

 

12 

働き方改革 

〇 校長の示す働き方改革に係る目標や取組方針を理解し、

課題解決に向け、教職員と連携しながら校内体制の改善・

充実を図るとともに、業務分担の見直しや適正化、校務Ｄ

Ｘによる効率化など、具体的な手段を講じている。 

 

〇 教職員の勤務時間管理及び健康管理を適切に行った上

で、教職員の業務の遂行状況から学校全体の課題を整理

し、その課題解決に向けた目標や取組方針を示して、具体

的な手段を講じながら働き方改革を進めることにより、教

職員一人ひとりのワーク・ライフ・バランスの向上と持続

可能な指導運営体制の確立を図っている。 

13 

会計管理 

〇 校長、事務職員と連携し、学校全体で財源を効果的に活

用する意識付けをしている。 

〇 会計責任者としての自覚をもち、教頭及び事務職員と連

携し、教職員に学校の運営費の重要性を示すとともに、学

校組織として公費・私費会計の適切な管理・運用ができて

いるかについて定期的に確認し合う体制づくりを行って

いる。 

14 

学校施設・設備の 

活用・管理 

〇 学校施設・設備の問題箇所等に係る情報を共有し、スピ

ード感をもって対応するとともに、現有の施設・設備の適

用な管理と有効活用をするよう教職員に働きかけている。 

〇 教職員と児童生徒が安全な環境のもとで教育・学習活動

に取り組めるよう、事務長等と連携し、学校施設・設備に

ついての管理体制を整備するとともに、地域の公立施設と

しての管理を徹底している。 

15 

学校評価 

〇 各種外部アンケートの結果から得られる成果や課題を

分析・整理し、自己評価や学校関係者評価に取り組み、課

題解決に向けて地域や関係者等との連携を推進している。 

〇 自己評価や学校関係者評価の充実により、ＰＤＣＡサイ

クルに基づいた目標管理型の学校評価の充実を図り、学校

運営の活性化を図っている。 

 

16 

教職員理解 

〇 日常のコミュニケーションを大切にし、個々の勤務状況

等を確認しながら不安や悩みを傾聴するなど、教職員の心

身の健康に対してきめ細かな配慮をしている。 

〇 教職員一人ひとりのよさと課題を把握し、個々の教職員

の課題意識やキャリアビジョン等について適切に助言し

ている。 

〇 個々の勤務状況や健康診断結果、日常のコミュニケーシ

ョン等を通して教職員の心身の健康状態を自ら把握する

とともに、不安や悩みを傾聴して教職員の健康維持に努め

ている。 

〇 教職員一人ひとりのよさと課題を踏まえ、個々の教職員

の課題意識やキャリアビジョン等について十分に理解し、

支援している。 

17 

教職員評価 

〇 校長と連携し、教職員の職務遂行状況を適切に把握し、

公平性・透明性・納得性の高い評価を実施することにより、

教職員の意欲の向上と学校の活性化を図っている。 

〇 教頭等と連携し、公平性・透明性・納得性の高い教職員

評価を実施し、教職員の意欲の向上と教育活動の活性化を

図るとともに、評価を通じてよさと課題を明確にし、人材

育成を図っている。 

18 

教職員研修 

〇 教職員評価や授業評価等の仕組みを生かし、教職員のニ

ーズをとらえた上で研修主任等と連携しながら、教職員一

人ひとりが主体的に取り組む校内研修を実施するととも

に、研修成果の共有を図っている。 

〇 教職員のキャリアステージを踏まえ、研修履歴を活用し

た対話に基づく受講奨励を行うとともに、教頭や研修主任

等に働きかけ、学校の課題解決及び教職員の資質能力の向

上を効果的に図ることができる校内研修の企画・運営につ

いて、的確に指示を与えている。 

19 

人事管理 

〇 教職員一人ひとりの業務内容・業務量を的確に把握し、

校長を中心とした学校組織のマネジメント力の強化を図

るため、校内人事について提言している。 

〇 教職員一人ひとりの業務内容・業務量を的確に把握し、

学校組織全体としての総合力が高まる校内人事を行って

いる。 

20 

服務監督 
綱紀保持 

〇 所属職員の服務規律の確保と綱紀の保持に向け、校内研

修の工夫・充実を図るとともに、教職員個々の状態を把握

し、適切に指導助言を行っている。 

〇 所属職員を監督する立場としての自覚と知見をもち、職

員全体の服務規律と綱紀の保持を図るため、校内組織・体

制を確立している。 

   
 

※ アセスメント能力・・・様々なデータや学校が置かれた内外環境に関する情報について収集・整理・分析し共有すること 

※ ファシリテーション能力・・・学校内外の関係者の相互作用により学校の教育力を最大化していくこと 

「公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針」（文部科学省 令和４年８月 31 日）より 
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【問い合わせ先】 

山口県教育庁教職員課人事企画班 
 

TEL ０８３－９３３－４５５０ 

FAX ０８３－９３３－４５５９  

Mail jinki@pref.yamaguchi.lg.jp 
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